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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転石地帯における地中配管の施工方法であって、
　形成する溝の両側に合わせて地盤にスリット状の切り込みを入れる、切り込み工程と、
　両切り込み間の土および転石を取り出して溝を形成する、溝形成工程と、
　形成した溝に配管を落とし込む、配管落とし込み工程と、
　溝を埋め戻す、埋め戻し工程と、からなり、
　前記配管は、鋼板からなる防護板を巻き付けた状態で前記溝に落とし込み、
　前記切り込みの幅は、前記配管に巻き付けた防護板の径と略同幅であることを特徴とす
る、
　転石地帯における地中配管の施工方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の転石地帯における地中配管の施工方法において、
　前記切り込みは、円盤の外周にカーバイトチップを取り付けたロータリーカッターを高
速回転させて入れることを特徴とする、転石地帯における地中配管の施工方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の転石地帯における地中配管の施工方法において、
　前記土および前記転石の取り出しは、下部バケットと、上部可動フォークからなす、バ
ケット付きチルトフォークによって行うことを特徴とする、転石地帯における地中配管の
施工方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地中配管の施工方法であって、特に多数の転石がある転石地帯における地中
配管の施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地盤中に地中配管を施工する場合には、地盤をバックホウで掘削して溝を形成し、配管
を落とし込んだ後に砂もしくは土にて埋め戻すことが一般的である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　図７のように多数の転石がある地帯で配管用の溝を掘削して配管しようとする場合、以
下のような問題点がある。
（１）溝を形成予定の部分（ａ）にある転石は、バックホウの爪で起こしながらバケット
に取り込んで排除するが、転石が噛み合っている場合や転石に手掛かりがない場合には、
転石を起こして爪を立てることが困難で掘削に時間を要する。
（２）噛み合った転石を排除するためには、本来必要の無い、溝形成予定範囲外の転石ま
で排除する必要があり、実際には（ｂ）のように幅広の掘削溝となり、掘削土量が増加し
、埋め戻し土量も同様に増加する。
（３）噛み合った転石を排除するためにバックホウで無理な力を掛けたり揺すったりして
転石同士の結合を緩めると、排除しようとしていた転石以外の転石に対する地盤からの拘
束が緩み不安定となってしまう。
（４）転石が不安定となると、掘削後、配管の落とし込み中に落下し、作業員に当たる危
険性がある。
（５）掘削中に不安定な転石が落下し、バックホウが転石と共に溝に落下するおそれがあ
る。
（６）溝周辺の地盤が緩み、施工後に沈下するおそれがある。
（７）溝の側面にある転石が埋め戻しの転圧時に溝に落ち込み、配管に傷を付けるおそれ
がある。
【０００４】
　本発明は、溝内の転石を効率よく排除して地中配管を施工することができる、転石地帯
における地中配管の施工方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するためになされた本願の第１発明は、転石地帯における地中配管の施
工方法であって、形成する溝の両側に合わせて地盤にスリット状の切り込みを入れる、切
り込み工程と、両切り込み間の土および転石を取り出して溝を形成する、溝形成工程と、
形成した溝に配管を落とし込む、配管落とし込み工程と、溝を埋め戻す、埋め戻し工程と
、からなり、前記配管は、鋼板からなる防護板を巻き付けた状態で前記溝に落とし込み、
前記切り込みの幅は、前記配管に巻き付けた防護板の径と略同幅であることを特徴とする
、転石地帯における地中配管の施工方法を提供する。
　本願の第２発明は、第１発明の転石地帯における地中配管の施工方法において、前記切
り込みは、円盤の外周にカーバイトチップを取り付けたロータリーカッターを高速回転さ
せて入れることを特徴とする、転石地帯における地中配管の施工方法を提供する。
　本願の第３発明は、第１発明又は第２発明の転石地帯における地中配管の施工方法にお
いて、前記土および前記転石の取り出しは、下部バケットと、上部可動フォークからなす
、バケット付きチルトフォークによって行うことを特徴とする、転石地帯における地中配
管の施工方法を提供する。
【発明の効果】
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【０００６】
　本発明は、上記した課題を解決するための手段により、次のような効果の少なくとも一
つを得ることができる。
（１）形成予定の溝の両側に合わせて切り込みを入れて転石を破砕切断してあるため、溝
内の転石を効率よく除去でき、掘削効率が向上する。
（２）溝幅の外にある転石を排除する必要がなくなるため、掘削土量・埋め戻し土量を削
減でき、工事に要する時間も削減できるためコストを大きく低減できる。
（３）転石を破砕切断するため、周囲の転石に対する地盤からの拘束が緩むことがなく、
施工後に地盤が沈下するおそれがない。
（４）周囲の転石の緩みがないため、施工中に落下する危険がなく、安全に施工すること
ができる。
（５）埋め戻しの転圧時、万が一周囲の転石が動いても、防護板により配管が傷つくおそ
れがない。
（６）落とし込み時に、切断された溝側面に配管が接触しても、防護板により配管が傷つ
くおそれがない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】転石地帯における地中配管の施工方法の施工図
【図２】切り込み工程の説明図
【図３】溝形成工程の説明図
【図４】溝形成工程に使用するバケット付きチルトフォークの説明図
【図５】配管落とし込み工程の説明図
【図６】防護板により配管を保護した状態の説明図
【図７】従来の地中配管の施工方法における掘削溝の説明図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【０００９】
［１］転石地帯における地中配管の施工
　本発明の転石地帯における地中配管の施工方法は、地盤中に多数の転石Ｓがある箇所に
おいて所定の深さに配管１を配置するためのものである。
　本発明は、転石Ｓを破断切削して溝２を形成して配管１を落とし込み、土砂３により溝
２を埋め戻すことにより、配管１を地盤中に配置する（図１）。
【００１０】
［２］施工手順
＜１＞切り込み工程
　形成する溝２の幅に合わせて、両側に合わせて地盤にスリット状の切り込み２１を２本
入れる（図２）。
　２本の切り込み２１の間隔は形成する溝２の幅であり、配管１の径と略同幅とする。
　切り込み２１は、円盤の外周にカーバイトチップを取り付けたロータリーカッターを高
速回転させて切り込む。
　ロータリーカッターにより切り込むため、形成する溝２の形状に合わせて転石Ｓを破断
切削することができる。
【００１１】
＜２＞溝形成工程
　２本の切り込み２１の間の土や転石Ｓを取り出して、溝２を形成する（図３）。
　転石Ｓはロータリーカッターにより破断切削されているため、溝２内の転石Ｓのみを取
り出すことができ、掘削効率が向上する。
　また、溝２内の転石Ｓのみを取り出すため、周囲の地盤を緩めることがない。このため
、施工中に溝２が崩落する危険がなく、安全に施工することができる。
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　溝２内の転石Ｓは、建機４に取り付けた、下部バケット４１１と上部可動フォーク４１
２からなるバケット付きチルトフォーク４１により取り出す（図４）。
　配管１の径と略同幅の溝２内の転石Ｓのみを取り出すため、建機４は小型であり、周囲
の地面を荒らすことがない。
　バケット付きチルトフォーク４１であれば、下部バケット４１１により溝２内の土も取
り出すことができる。
【００１２】
＜３＞配管落とし込み工程
　溝形成工程により形成した溝２に配管１を落とし込む。
　溝２の側面はロータリーカッターにより破断切削されているため、鋭利な角を持つ転石
Ｓが露出しているおそれがあるが、配管１がポリエチレン配管の場合であっても、配管１
に図６のように鋼板からなる保護板５を巻き付けることにより、配管１が接触して傷つく
おそれがない。
【００１３】
＜４＞埋め戻し工程
　配管１を落とし込んだ後、土砂３により溝２を埋め戻して転圧することにより図１の状
態となり、作業が完了する。埋め戻し土量は溝２の内部のみであるため、作業に要する時
間も削減でき、コストも大きく低減できる。
　転圧時、万が一溝２周囲の転石Ｓが動いても、防護板５により配管１が傷つくおそれが
ない。
　また、溝２はロータリーカッターにより破断切削して形成するため、周囲の転石Ｓに対
する地盤からの拘束が緩むことがなく、施工後に地盤が沈下するおそれがない。
【符号の説明】
【００１４】
１　　　配管
２　　　溝
２１　　切り込み
３　　　土砂
４　　　建機
４１　　バケット付きチルトフォーク
４１１　下部バケット
４１２　上部可動フォーク
５　　　保護板
Ｓ　　　転石
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